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区 分 支 払 額
百万円

ア. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 88
百万円

イ. 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 88

会計監査人の状況

① 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）１. 当社監査等委員会は、会計監査人の前事業年度監査について提出された監査計画と実績の
比較、ならびに当事業年度について提出された監査計画の適否と、これに対応する報酬等の
額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項
の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融
商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できない
ため、上記ア．の金額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容
　該当する事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、会計
監査人としてふさわしくない非行があったと認められる場合、その他その職務を継続すること
が相当でないと認められる場合には会計監査人を解任し、または再任しない方針です。
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業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要

① 当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりで
あります。

１. 当社および当社の子会社の取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制

ア. 当社および当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役、執行役員および
使用人が法令・定款および企業倫理の遵守に努めるため、「スバル興業グループ行動規
範」および「コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、企業活動の原点として周知徹
底を図るものとする。

イ. 当社の取締役会は、「取締役会規程」および「役員規程」に基づき、取締役および執行役
員の業務執行状況の監督を行うものとする。

ウ. 監査等委員会および当社の子会社の監査役は、当該会社の取締役および執行役員の職務の
執行について監査を行い、問題があると認めた場合は、遅滞なくその取締役会に報告する
ものとする。

エ. 当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライ
アンス体制の維持・向上を図り、研修会の実施など積極的な啓蒙活動をとおしてコンプラ
イアンスの周知徹底を行うものとする。常勤の監査等委員は、コンプライアンス・リスク
管理委員としてコンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、必要に応じ意見を述べる
ものとする。

オ. 法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事項を発見した場合の当社グループ全体
の内部通報体制として、当社のコンプライアンス・リスク管理委員会内に通報・相談窓口
を設け、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、適切な運用を行うものとする。

２. 当社グループの取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制

ア. 当社は、迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、事業・業務毎の担当制を敷き、取
締役および執行役員は担当部門の管理責任を負うと共に、取締役会で決定された経営計画
の進捗管理を行うものとする。

イ. 取締役会付議事項以外の当社の業務執行に係る重要事項については、「経営会議規程」に
基づき、毎月１回開催される代表取締役および執行役員を構成員とする経営会議において
審議すると共に意思決定、情報伝達の迅速化を図るなど、経営環境の変化に対して的確な
経営判断ができるよう努めるものとする。
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ウ. 当社グループの業務執行に関する権限、手続等詳細については、各社の「職務権限規
程」、「職務分掌規程」および「業務決裁規程」に定めるものとする。

３. 当社の取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社の取締役および執行役員の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基
づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を
維持するものとする。

４. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア. 当社グループの取締役、執行役員および使用人は、「コンプライアンス・リスク管理規

程」に基づき、事業活動に係るリスクの把握とこれに対する適切な対応を図るものとす
る。また、当社の内部監査室は、当社の取締役社長または監査等委員会の指示によりもし
くは任意に、内部統制システムの構築または運用の過程で、当社グループの事業特性に即
した業務別のリスクを洗い出し、それぞれに対し最適なリスク対策を策定するものとす
る。

イ. 特に大きな影響を与えるリスクについては、各社による日常のモニタリングおよび「内部
監査規程」に基づく内部監査によって、適切に管理するものとし、内部監査の結果は内部
監査室が適宜当社の取締役社長および監査等委員会に報告するものとする。

ウ. 緊急事態が発生した場合は、必要に応じ当該会社の取締役社長を本部長とする対策本部を
設置し、顧問弁護士等外部のアドバイザーに協力を仰ぎ迅速な対応を行うものとする。

５. 当社グループおよび当社の親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア. 当社グループにおける業務の適正を確保するため、「スバル興業グループ行動規範」を当

社の子会社に適用するものとする。
イ. 当社グループ全体のコンプライアンス・リスク管理体制として「コンプライアンス・リス

ク管理規程」を当社の子会社に適用するものとする。また、当社の子会社は当社からの指
示あるいは当社との取引等において、法令違反その他コンプライアンス・リスク管理上問
題があると認めた場合は、直ちにコンプライアンス・リスク管理委員会に報告するものと
する。

ウ. 当社グループの業務の適正を確保するため、当社の内部監査室は「内部監査規程」に基づ
き、当社グループの内部統制について監査を行い、適宜当社の取締役社長および監査等委
員会に報告するものとする。また、当社の親会社の内部統制監査に積極的に協力し、当企
業集団の業務の適正を確保することに努めるものとする。

エ. 当社グループは、各社の事業運営および取引の自立性を保つことを基本とするものとする。
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オ. 当社の子会社の取締役および使用人は、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要
な事項について、当社取締役および執行役員にその都度、報告するものとする。また、当
社取締役および執行役員はいつでも必要に応じて、これらの者に対して報告を求めること
ができる。

６. 反社会的勢力を排除するための体制
ア. 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切

関係を持たない。
イ. 当社グループは、反社会的勢力および団体からの要求を断固拒否し、毅然とした態度で対

応する。
７. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および

執行役員からの独立性を確保する体制
ア. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人か

ら監査等委員会補助者を任命するものとする。
イ. 監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の

同意を得たうえで決定することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執
行役員からの独立性を確保する。

ウ. 監査等委員会補助者は、当該職務について他の取締役等より指揮命令を受けず、独立して
職務を執行する。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員は、監
査等委員会補助者に対する監査等委員会の指示の実効性を確保するものとする。

エ. 監査等委員会補助者が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先
して従事するものとする。

８. 監査等委員会への報告に関する体制
ア. 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および使用人がコン

プライアンス違反、内部統制違反その他これに準ずる事実を知った場合は、監査等委員会
にその都度報告するものとする。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、これらの
者に対して報告を求めることができる。

イ. 前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることはな
いものとする。

９. 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア. 監査等委員は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の職務の

執行を監査するため、取締役会の他、重要な会議体へ出席し、必要な書類の閲覧等を行う
ことができる。

イ. 監査等委員は、当社の子会社の取締役および使用人に対して、直接または当社の管理本部
長を通じて、業務執行に関する報告、説明および関係資料の提出を求めることができる。
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（注） 本事業報告中の記載金額および株式数は、注記した事項を除き表示単位未満を切り捨て、
比率については、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

ウ. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、合理的かつ浪費的でない限り、
当社が負担するものとする。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況は、以下のとおりであります。

ア. 当社および当社の子会社の取締役の職務執行については、社内規程に則り執行されてお
り、コンプライアンスやリスク管理に対応しております。また、独立役員が、取締役会に
て積極的に発言をする機会を設けております。なお、取締役会の資料および議事録は、適
切に保管されております。

イ. コンプライアンス・リスク管理委員会の充実を図り、当社グループ全体のリスクマネジメ
ントについて検討し、リスク管理の強化に取り組んでおります。

ウ. 監査等委員は、取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議体へ出席
し、また、会計監査人や内部監査室との情報交換を通じて、業務の適正性を確保するため
の体制を確認しております。

エ. 当社の子会社には、当社の取締役、執行役員、管理部門、会計監査人および内部監査室が
定期的に監査を行い、企業集団の業務の適正を確保しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年 2 月 1 日から)2026年 1 月31日まで

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

千円 千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 1,331,000 1,339,752 33,174,745 △328,672 35,516,826
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,032,015 △1,032,015
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,423,851 2,423,851

自 己 株 式 の 取 得 △2,320 △2,320
自 己 株 式 の 処 分 23,974 7,914 31,889
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 23,974 1,391,835 5,594 1,421,404
当 期 末 残 高 1,331,000 1,363,727 34,566,581 △323,078 36,938,230

非支配株主持分 純資産合計

千円 千円
当 期 首 残 高 106,229 35,623,056
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,032,015
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,423,851

自 己 株 式 の 取 得 △2,320
自 己 株 式 の 処 分 31,889
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

3,251 3,251

当 期 変 動 額 合 計 3,251 1,424,655
当 期 末 残 高 109,481 37,047,711
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連　結　注　記　表
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　12社
主要な連結子会社の名称　　　㈱東京ハイウエイ、ハイウエイ開発㈱

(2) 主要な非連結子会社の名称　　㈱名古屋道路サービス、㈱環境清美
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた
め、連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 持分法を適用した非連結子会社はありません。
(2) 持分法を適用した関連会社の数 持分法を適用した関連会社はありません。
(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称

㈱名古屋道路サービス、㈱環境清美
(持分法を適用しなかった理由)
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法
の適用から除外しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②棚卸資産
商品、原材料及び貯蔵品 先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定しております｡)

仕掛品　　　　　　　　 個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定しております｡)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

道路関連事業関係資産、賃貸ビル資産、マリーナ事業関係資産、その他の建物及び車両並びに2016年
４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法、その他の資産は定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物及び構築物 ２年～50年
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　機械装置及び運搬具 ２年～20年
②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）、契約関連無形

資産については契約期間（12年）に基づいております。
③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

④独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法に基づく課徴金等の支払に備えるため、将来発生する可能性がある損失を合理的に見積

り、引当計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債
務の算定は、簡便法によっております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
道路関連事業及びレジャー事業における当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務、

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりです。
①　道路関連事業

イ．道路維持管理業務
顧客である高速道路事業者及び官公庁等との契約に基づき、年間を通じて、道路及び道路附

属設備の維持・補修等の業務を行っております。当該取引においては、顧客からの指示に応じ
て業務を実施することが主な履行義務となっております。

これらの取引は、指示された業務を実施するにつれて、顧客が便益を享受することから、一
定の期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断しております。また、施工日数、
材料及び車両の数量、契約単価等に基づくアウトプットが顧客による支配の移転の忠実な描写で
あると判断し、履行義務の充足に係る進捗度は、アウトプット法で収益を認識しております。

なお、取引対価は、業務提供後概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおり
ません。
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ロ．道路土木工事
顧客である高速道路事業者及び官公庁等との契約に基づき、道路及び道路附属設備に関する

土木工事を行っております。当該取引においては、顧客との契約に基づいて土木工事を完了す
ることが主な履行義務となっております。

これらの取引は、工事の進捗により資産が生じる又は資産の価値が増加するにつれて、顧客
が当該資産を支配することとなるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断してお
ります。また、見積工事原価総額に対する当連結会計年度末までの発生工事原価の割合が顧客
による支配の移転の忠実な描写であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度は、インプット
法で収益を認識しております。ただし、工事原価総額を見積るための信頼性のある情報が不足
していること等により、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないもの
の、当該履行義務を充足する際に発生する工事原価を回収することが見込まれる場合には、履
行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準により収益を
認識しております。

なお、取引対価は、契約条件に従い、履行義務の充足に係る進捗等に応じて、業務提供後概ね
１年以内に段階的に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。

ハ．道路清掃業務
顧客である官公庁等との契約に基づき、年間を通じて、道路及び道路附属設備の清掃作業等

を行っております。当該取引においては、顧客からの指示に応じて清掃作業等を実施すること
が主な履行義務となっております。

これらの取引は、指示された清掃作業等を実施するにつれて、顧客が便益を享受することか
ら、一定の期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断しております。また、作業
内容、日数、契約単価等に基づくアウトプットが顧客による支配の移転の忠実な描写であると
判断し、履行義務の充足に係る進捗度は、アウトプット法で収益を認識しております。

なお、取引対価は、業務提供後概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおり
ません。

②　レジャー事業
イ．飲食事業

飲食店の運営管理業務及び商品販売業務を行っており、顧客に対する飲食サービスの提供や
商品の引渡しが主な履行義務となっております。

これらの取引は、飲食サービスの提供や商品の引渡しにより、資産に対する支配が顧客に移
転することから、当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、飲食
サービスの提供や商品の引渡しを行った時点としております。また、店舗運営を外部に業務委
託している場合等について、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代
理人に該当する場合は、顧客から受取る額から業務委託先等に支払う額を控除した純額で収益
を認識しております。

なお、取引対価は、現金で回収するほか、業務提供後概ね１年以内に受領しており、重要な
金融要素を含んでおりません。

ロ．マリーナ事業
マリーナの運営管理業務を行っており、顧客に対してマリーナ関連施設を利用するサービス
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の提供が主な履行義務となっております。
これらの取引において、サービスを提供するにつれて、顧客が便益を享受する場合は、一定

の期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断し、サービス提供期間にわたって収
益を認識しております。他方、サービスの提供によって、当該サービスに対する支配が顧客に
移転する場合は、当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）をサービ
ス提供時点としております。また、サービス提供を外部に業務委託している場合等について、
顧客へのサービス提供における当社グループの役割が代理人に該当する場合は、顧客から受取
る額から業務委託先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

なお、取引対価は、現金で回収するほか、サービス提供後概ね１年以内に受領しており、重
要な金融要素を含んでおりません。

不動産事業における収益は、主として不動産賃貸収入であり、「リース取引に関する会計基準」（企業
会計基準第13号　2007年３月30日　企業会計基準委員会）に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を
認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんについては、７年から10年の期間で均等償却しております。ただし、金額に重要性が乏しい場
合には、発生年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更に関する注記)
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定め
る経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書
類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適
用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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顧客との契約から生じた債権 4,258,608千円
契約資産 3,832,852千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 8,061,913千円

建物及び構築物 153,571千円
機械装置及び運搬具 9,411千円

契約負債 277,652千円

(会計上の見積りに関する注記)
（道路土木工事において一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した完成工事高の見積り）
１. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

道路土木工事において一定の期間にわたり充足される
履行義務について認識した完成工事高　　　1,359,246千円

２. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 算出方法

道路土木工事における履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる取引は、「連結計算
書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等４．会計方針に関する事項（5）重要な収益及
び費用の計上基準」に記載のとおり、進捗度を工事収益総額に乗じて完成工事高を算定し、収益を認識し
ております。なお、進捗度は、インプット法に基づき見積工事原価総額に対する当連結会計年度末までの
発生工事原価の割合で算定しております。

また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する
際に発生する工事原価を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しておりま
す。

(2) 主要な仮定
工事収益総額は、当事者間で合意された工事契約等に基づいております。工事原価総額は、工事案件ご

との実行予算に基づいて見積っております。当該実行予算は、期末日時点で入手可能な過去の工事実績や
直近の市場環境等の情報に基づき、工事の施工工程及び施工日数、使用材料の価格及び数量、労務単価等
の諸条件を設定し、工事案件ごとに計算しております。また、工事着手後も継続的に実行予算と実際発生
原価の比較を行い、適時に実行予算の見直しを行っております。

(3) 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定については一定の不確実性が伴っており、使用材料の価格及び労務単価の変動、工事の設計

及び仕様変更、契約金額及び期間の変更、その他自然災害をはじめとする予期せぬ事象の発生等、工事進
捗中における様々な要因により、見積工事原価総額が見直されることで進捗度が変動し、結果として翌連
結会計年度に計上される完成工事高に影響を及ぼす可能性があります。

(連結貸借対照表に関する注記)
１. 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額

３. 取得価額から控除されている保険金等の圧縮記帳額

４. その他流動負債のうち、契約負債の金額
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普通株式 13,310,000株

決 議 株式の種類 配 当 金 の
総額 (千円)

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年４月25日
定時株主総会 普通株式 515,814 40円00銭 2025年１月31日 2025年 4 月28日

2025年９月８日
取締役会 普通株式 516,201 40円00銭 2025年７月31日 2025年10月14日

①配当金の総額 516,184千円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 40円00銭
④基準日 2026年１月31日
⑤効力発生日 2026年４月30日

(連結損益計算書に関する注記)
（独占禁止法関連損失）

　当社は、2025年９月30日、首都高速道路株式会社が発注する道路清掃業務の入札に関し、独占禁止法違反の
疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。当該事象に関連する損失を特別損失に独占禁
止法関連損失として計上しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
１. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

２. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

３. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2026年４月28日開催の定時株主総会において次のとおり付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

(金融商品に関する注記)
１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産による運用に限定しております。短期的な

運転資金は、銀行借入により調達する方針であります。デリバティブ取引は、余剰資金の運用目的のため
に利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、当社の債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用
状況等を定期的に把握しております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体（取引先企業）の財務状況の悪
化により、実質価額の低下リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に発行体（取引先
企業）の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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連結貸借対照表計上額
(千円)

時　　価
(千円)

差　　額
(千円)

差入保証金 665,283 646,390 △18,893
資　　産　　計 665,283 646,390 △18,893

差入保証金は、主に賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該
リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っており
ます。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほとんどが３ヵ月以内の支払期日であります。
営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次単位で資金繰り計画を作成するなどの方法によ

り管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

なお、現金については注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金
及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し
ております。

また、投資有価証券（連結貸借対照表計上額262,455千円）については、全て非上場株式であり、市場
価格のない株式等に該当するため、下表には含めておりません。

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
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区分 時価(千円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 646,390 － 646,390
資　　産　　計 － 646,390 － 646,390

連結貸借対照表計上額(千円）
当連結会計年度末の時価(千円)

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高
11,714,588 840,965 12,555,554 17,706,546

賃貸収益(千円) 賃貸費用(千円) 差　　額(千円) その他損益(千円)
1,001,260 276,197 725,063 566

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金

差入保証金の時価は、当該賃貸借見込期間に見合った国債の利率を基に割引現在価値法により算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。

(賃貸等不動産に関する注記)
１. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸住宅、賃貸オフィスビル（土地を含
む｡）や賃貸商業施設等を有しております。

２. 賃貸等不動産の時価に関する事項
これら賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は、埼玉県春日部市所在事業用地購入（606,319千円）、宮

城県仙台市所在事業用地の自社使用からの用途変更（273,529千円）であり、主な減少額は、減価償却
費（76,368千円）であります。

3. 当連結会計年度末の時価のうち、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に
基づく金額であります。
また、賃貸等不動産に関する2026年１月期における損益は、次のとおりであります。

（注） 賃貸収益及び賃貸費用は、賃貸料収入とこれに対応する費用（諸税公課、減価償却費等）であります。
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道路関連事業 レジャー事業 不動産事業 合計
主要なサービス

道路維持管理業務 8,707,398 － － 8,707,398
道路土木工事 1,359,246 － － 1,359,246
道路清掃業務 11,769,862 － － 11,769,862
飲食事業 － 865,119 － 865,119
マリーナ事業 － 452,969 － 452,969
その他 5,405,869 － 49,570 5,455,440

顧客との契約から生じる収益 27,242,377 1,318,088 49,570 28,610,036
その他の収益（注） － － 1,001,260 1,001,260
外部顧客への売上高 27,242,377 1,318,088 1,050,830 29,611,297

当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 3,508,501千円 4,258,608千円
契約資産 4,108,448千円 3,832,852千円
契約負債 165,899千円 277,652千円

(収益認識に関する注記)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30日 企業会
計基準委員会）に基づく不動産賃貸収益等であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本と

なる重要な事項に関する注記等４．会計方針に関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載し
た内容と同一であります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、工事請負契約について履行義務の充足に伴って認識された収益のうち未請求の対価に対す
る当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、契約条件により対価に対する当社グループ
の権利が無条件になった時点で、顧客との契約から生じた債権に振替えられます。

契約負債は、一定の期間にわたり充足される履行義務により収益を認識する工事請負契約において、契
約条件によって受取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取崩されます。
なお、上記表の契約負債の残高は、流動負債のその他に含まれております。

当連結会計年度に認識した収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は165,899千円
であります。また、当連結会計年度において、契約資産が275,595千円減少した主な理由は、履行義務の
充足に伴って認識された収益による増加及び契約条件に従った取引の対価の受領による減少であり、これ
によりそれぞれ、24,552,854千円増加し、24,828,450千円減少しております。また、当連結会計年度に
おいて、契約負債が111,753千円増加した主な理由は、履行義務の充足に伴って認識された収益による減
少及び契約条件によって受取った前受金による増加であり、これによりそれぞれ、856,815千円減少し、
968,568千円増加しております。
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１. １株当たり純資産額 2,862円41銭
２. １株当たり当期純利益 187円89銭

（注）本連結計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております｡

（2）残存履行義務に配分した取引価格
道路関連事業の道路土木工事における残存履行義務に配分した取引価格の総額は494,946千円であり、

工事の進捗に応じて、概ね１年以内に収益を認識すると見込んでおります。なお、残存履行義務に配分し
た取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用しており、当初に予想される契約期間が１年以内の契約
について注記の対象に含めておりません。

また、道路土木工事以外の業務については、履行義務の充足から生じる収益を収益認識に関する会計基
準の適用指針第19項に従って認識しているか、当初に予想される契約期間が１年以内の契約であるため、
実務上の便法を適用し、当該注記の対象に含めておりません。

(１株当たり情報に関する注記)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
(資　産　の　部) 千円 (負　債　の　部) 千円

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
商 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
船 舶
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
契 約 関 連 無 形 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

12,760,405
7,107,820

4,291
2,074,044
3,252,758
24,045
195,170
67,573
37,158
△2,455

21,457,079
17,163,320
1,800,572
71,091
738,014
29,183
319,283
92,628

14,071,001
41,544

302,349
91,828
194,037
11,933
4,550

3,991,409
210,600
2,264,469
275,000
9,952

313,550
444,791
473,328
△283　

流 動 負 債 2,403,962
買 掛 金 1,207,683
未 払 金 108,884
未 払 費 用 235,266
未 払 法 人 税 等 633,557
契 約 負 債 39,752
前 受 金 96,505
預 り 金 22,312
賞 与 引 当 金 60,000

固 定 負 債 2,201,463
長 期 未 払 金 16,781
長 期 預 り 保 証 金 549,502
退 職 給 付 引 当 金 115,363
独占禁止法関連損失引当金 1,108,730
資 産 除 去 債 務 411,085

負 債 合 計 4,605,425
(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 29,612,059
資 本 金 1,331,000
資 本 剰 余 金 1,146,944
資 本 準 備 金 1,057,028
そ の 他 資 本 剰 余 金 89,916

利 益 剰 余 金 27,457,192
利 益 準 備 金 332,750
そ の 他 利 益 剰 余 金 27,124,442
固 定資産圧縮積立金 60,915
別 途 積 立 金 4,415,500
繰 越 利 益 剰 余 金 22,648,026

自 己 株 式 △323,078

純 資 産 合 計 29,612,059
資 産 合 計 34,217,485 負 債 純 資 産 合 計 34,217,485

(2026年１月31日現在)

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2025年 2 月 1 日から)2026年 1 月31日まで

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 16,972,383
売 上 原 価 11,845,058

売 上 総 利 益 5,127,324
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,470,438

営 業 利 益 3,656,885
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,435,469
未 払 配 当 金 除 斥 益 23,965
固 定 資 産 売 却 益 7,889
受 取 保 険 金 4,401
そ の 他 16,223 1,487,949

営 業 外 費 用 1,571
経 常 利 益 5,143,263

特 別 利 益
保 険 解 約 返 戻 金 1,333 1,333

特 別 損 失
独 占 禁 止 法 関 連 損 失 1,147,151 1,147,151
税 引 前 当 期 純 利 益 3,997,445
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,181,000
法 人 税 等 調 整 額 △238,208 942,791
当 期 純 利 益 3,054,653

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2025年 2 月 1 日から)2026年 1 月31日まで

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合　　　計固 定 資 産

圧縮積立金
別途

積立金
繰越利益
剰 余 金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 1,331,000 1,057,028 65,941 1,122,970 332,750 63,026 4,415,500 20,623,277 25,434,554
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,032,015 △1,032,015
税 率 変 更 に 伴 う
固定資産圧縮積立金の減少 △817 817 －

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 △1,293 1,293 －
当 期 純 利 益 3,054,653 3,054,653
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 23,974 23,974
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 23,974 23,974 － △2,110 － 2,024,749 2,022,638
当 期 末 残 高 1,331,000 1,057,028 89,916 1,146,944 332,750 60,915 4,415,500 22,648,026 27,457,192

株 主 資 本 純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
千円 千円 千円

当 期 首 残 高 △328,672 27,559,852 27,559,852
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,032,015 △1,032,015
税 率 変 更 に 伴 う
固定資産圧縮積立金の減少 － －

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 － －
当 期 純 利 益 3,054,653 3,054,653
自 己 株 式 の 取 得 △2,320 △2,320 △2,320
自 己 株 式 の 処 分 7,914 31,889 31,889
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

－

当 期 変 動 額 合 計 5,594 2,052,206 2,052,206
当 期 末 残 高 △323,078 29,612,059 29,612,059
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個　別　注　記　表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産

商品、原材料及び貯蔵品 先入先出法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定しております。)

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

道路関連事業関係資産、賃貸ビル資産、マリーナ事業関係資産、その他の建物及び車両並びに2016年
４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法、その他の資産は定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物及び構築物 ２年～50年
　機械装置及び運搬具 ２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）、契約関連無形資

産については契約期間（12年）に基づいております。
(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定は、
簡便法によっております。

(4) 独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法に基づく課徴金等の支払に備えるため、将来発生する可能性がある損失を合理的に見積り、

引当計上しております。
４. 重要な収益及び費用の計上基準

道路関連事業及びレジャー事業における当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務、当該
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履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりです。
①　道路関連事業

イ．道路維持管理業務
顧客である高速道路事業者及び官公庁等との契約に基づき、年間を通じて、道路及び道路附属

設備の維持・補修等の業務を行っております。当該取引においては、顧客からの指示に応じて業
務を実施することが主な履行義務となっております。

これらの取引は、指示された業務を実施するにつれて、顧客が便益を享受することから、一定
の期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断しております。また、施工日数、材料
及び車両の数量、契約単価等に基づくアウトプットが顧客による支配の移転の忠実な描写である
と判断し、履行義務の充足に係る進捗度は、アウトプット法で収益を認識しております。

なお、取引対価は、業務提供後概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりま
せん。

ロ．道路土木工事
顧客である高速道路事業者及び官公庁等との契約に基づき、道路及び道路附属設備に関する土

木工事を行っております。当該取引においては、顧客との契約に基づいて土木工事を完了するこ
とが主な履行義務となっております。

これらの取引は、工事の進捗により資産が生じる又は資産の価値が増加するにつれて、顧客が
当該資産を支配することとなるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しておりま
す。また、見積工事原価総額に対する当事業年度末までの発生工事原価の割合が顧客による支配
の移転の忠実な描写であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度は、インプット法で収益を認
識しております。ただし、工事原価総額を見積るための信頼性のある情報が不足していること等
により、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を
充足する際に発生する工事原価を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進
捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準により収益を認識しております。

なお、取引対価は、契約条件に従い、履行義務の充足に係る進捗等に応じて、業務提供後概ね
１年以内に段階的に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。

ハ．道路清掃業務
顧客である官公庁等との契約に基づき、年間を通じて、道路及び道路附属設備の清掃作業等を

行っております。当該取引においては、顧客からの指示に応じて清掃作業等を実施することが主
な履行義務となっております。

これらの取引は、指示された清掃作業等を実施するにつれて、顧客が便益を享受することか
ら、一定の期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断しております。また、作業内
容、日数、契約単価等に基づくアウトプットが顧客による支配の移転の忠実な描写であると判断
し、履行義務の充足に係る進捗度は、アウトプット法で収益を認識しております。

なお、取引対価は、業務提供後概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりま
せん。
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②　レジャー事業
イ．飲食事業

飲食店の運営管理業務及び商品販売業務を行っており、顧客に対する飲食サービスの提供や商
品の引渡しが主な履行義務となっております。

これらの取引は、飲食サービスの提供や商品の引渡しにより、資産に対する支配が顧客に移転
することから、当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、飲食サー
ビスの提供や商品の引渡しを行った時点としております。また、店舗運営を外部に業務委託して
いる場合等について、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該
当する場合は、顧客から受取る額から業務委託先等に支払う額を控除した純額で収益を認識して
おります。

なお、取引対価は、現金で回収するほか、業務提供後概ね１年以内に受領しており、重要な金
融要素を含んでおりません。

ロ．マリーナ事業
マリーナの運営管理業務を行っており、顧客に対してマリーナ関連施設を利用するサービスの

提供が主な履行義務となっております。
これらの取引において、サービスを提供するにつれて、顧客が便益を享受する場合は、一定の

期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断し、サービス提供期間にわたって収益を
認識しております。他方、サービスの提供によって、当該サービスに対する支配が顧客に移転す
る場合は、当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）をサービス提供時
点としております。また、サービス提供を外部に業務委託している場合等について、顧客へのサ
ービス提供における当社グループの役割が代理人に該当する場合は、顧客から受取る額から業務
委託先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

なお、取引対価は、現金で回収するほか、サービス提供後概ね１年以内に受領しており、重要
な金融要素を含んでおりません。

不動産事業における収益は、主として不動産賃貸収入であり、「リース取引に関する会計基準」
（企業会計基準第13号　2007年３月30日　企業会計基準委員会）に従い、賃貸借契約期間にわたっ
て収益を認識しております。

(会計方針の変更に関する注記)
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20-３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類へ
の影響はありません。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 6,358,227千円

短期金銭債権 227,593千円 長期金銭債権 413,487千円
短期金銭債務 164,736千円 長期金銭債務 14,608千円

長期金銭債務 16,781千円

構築物 153,571千円
機械及び装置 9,411千円

営 業 取 引 に よ る 取 引 高 売上高 954,579千円 仕入高 1,486,047千円
営業取引以外の取引による取引高 1,414,208千円

(会計上の見積りに関する注記)
（道路土木工事において一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した完成工事高の見積り）

１. 当事業年度の計算書類に計上した金額
道路土木工事において一定の期間にわたり充足される
履行義務について認識した完成工事高　　　942,138千円

２. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
１．の金額の算出方法等は、連結注記表の「会計上の見積りに関する注記（道路土木工事において一定の

期間にわたり充足される履行義務について認識した完成工事高の見積り）」に記載した内容と同一であります。

(貸借対照表に関する注記)

２. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

３. 取締役（監査等委員を含む）に対する金銭債権及び金銭債務

４. 取得価額から控除されている保険金等の圧縮記帳額

(損益計算書に関する注記)
１.関係会社との取引高

2.独占禁止法関連損失
　当社は、2025年９月30日、首都高速道路株式会社が発注する道路清掃業務の入札に関し、独占禁止法違反
の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。当該事象に関連する損失を特別損失に独
占禁止法関連損失として計上しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数　　普通株式　405,398株
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繰延税金資産
減損損失 186,751千円
関係会社株式 129,194千円
退職給付引当金 36,339千円
資産除去債務 129,492千円
貸倒引当金 862千円
会員権評価損 18,000千円
役員退職未払金 5,286千円
独占禁止法関連損失引当金 242,336千円
その他 141,274千円
繰延税金資産小計 889,538千円
評価性引当額 △466,639千円
繰延税金資産合計 422,898千円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △28,012千円
その他 △81,335千円
繰延税金負債合計 △109,348千円

繰延税金資産の純額 313,550千円

１. １株当たり純資産額 2,294円69銭
２. １株当たり当期純利益 236円79銭

(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年２月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更して計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。

(収益認識に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表（収益認識に関

する注記）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

(１株当たり情報に関する注記)
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（注）本計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております｡

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(連結配当規制適用会社に関する注記)
当社は、連結配当規制適用会社であります。
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独立監査人の監査報告書
2026年３月19日

ス バ ル 興 業 株 式 会 社
　取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 桐 光 康

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 口 泰 広

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、スバル興業株式会社の2025年２月１日から
2026年１月31日までの第112期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を
含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する
意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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